
公益財団法人日本バウンドテニス協会  

評議員、理事及び監事の候補者選定に関わる内規 

 

 この内規は、公益財団法人日本バウンドテニス協会(以下「本協会」という) の評議

員、理事及び監事の候補者選定に関する事項について定める。 

 

(評議員の選任) 

第１条 本協会は、評議員のうち、２０％以上を女性評議員、５０％を学識経験評議員と

するよう努めるものとする。 

 

(理事の選任) 

第２条 本協会は、理事のうち、４０％以上を女性理事、２５％以上を外部理事とするよ

う努めるものとする。 

２  理事は、推薦を受ける時点で理事としての在任期間が連続して１０年に達して

いる場合には、推薦を受けることができない。 

３  連続する在任年数が１０年に達する場合であっても、当該理事が継続して理事

を務めることが不可欠である特別な事情があると評議員会が評価した場合は、さ

らに１期再任させることができ以後同様とする。 

４  前項の再任期間を満了した者が、再び理事候補者として選任を受けるには、

退任後４年間を経過しなければならない。 

 

（監事の選任) 

第３条 本協会は、監事のうち、５０％以上を外部監事とするよう努めるものとする。 

２ 監事は、その専門性を考慮し、性別、年齢および任期に制限を設けない。 

 

（理事の定年と任期） 

第４条 会長を除く理事の就任時における年齢は、７５歳未満とする。ただし、改選時まで

役員として在任していたものについては、２期４年を限度として再任を妨げない。 

 

（外部理事及び外部監事の定義） 

第５条 本規程における外部理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律第 5条第 15号の理事とし、外部監事は、同法同条第 16号の監事とする。 

 

（適用範囲） 

第６条 この規程は、本会の加盟団体には適用しない。 

 

以 上 

 

２０２５年９月１５日 

公益財団法人日本バウンドテニス協会 

 


